
公布された条例のあらまし

○ 沖縄県税条例の一部を改正する条例（条例第15号）

１ 法人の事業税の確定申告納付に係る期限について、法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等

の定めにより各事業年度終了の日から３月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認め

られる場合には、３月を超え６月を超えない範囲内において知事が指定する月数の期間内とすることとし

た。（第52条第１項関係）

２ 不動産取得税の課税標準の特例措置を次のとおり構ずることとした。（附則第12条の２関係）

⑴ 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に基づき取得する認定事業の用に供する不動産に

係る課税標準の特例の適用期限を平成31年３月31日まで延長すること。

⑵ 農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のため

の共同利用施設に係る課税標準の特例の適用期限を平成31年３月31日まで延長すること。

３ 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車の取得に対して課する自動車取得税に係る特

例措置（以下「自動車取得税のエコカー減税」という。）を次のとおり講ずることとした。（附則第15条の

２及び第15条の４関係）

⑴ 自動車取得税のエコカー減税の適用対象となる自動車の範囲に、石油ガス自動車（ＬＰＧ車）を加え、

対象範囲を平成32年度燃費基準の下で見直した上で、１年延長すること。

⑵ 公共交通移動等円滑化基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス並びにユニバーサルデザイ

ンタクシー（新車に限る。）に係る課税標準の特例措置の適用期限を平成31年３月31日まで延長するこ

と。

⑶ 車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置を装備した自動車に係る課税標準の特例について、

次のとおり、その適用期限を２年延長すること。

ア 次に掲げる自動車で車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものに係る自動車

取得税について、当該自動車（新車に限る。）の取得が平成31年３月31日（車両総重量が８トンを超え

20トン以下のトラックにあっては、平成30年10月31日）までに行われたときに限り、その取得価額から

525万円を控除する。

(ア) 車両総重量が５トンを超え12トン以下の乗用車又はバス（以下「バス等」という。）

(イ) 車両総重量が3.5トンを超え20トン以下のトラック

イ 次に掲げる自動車で車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものに係る自動車

取得税について、当該自動車（新車に限る。）の取得が(ア)に掲げるトラックにあっては平成30年11月１

日から平成31年３月31日までに行われたときに限り、(イ)に掲げるトラックにあっては平成29年４月１日

から平成30年10月31日までに行われたときに限り、その取得価額から350万円を控除する。

(ア) 車両総重量が８トンを超え20トン以下のトラック

(イ) 車両総重量が20トンを超え22トン以下のトラック

ウ 次に掲げる自動車で車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方の装置（車両

総重量が５トン以下のバス等にあっては、衝突被害軽減制動制御装置）を装備したものに係る自動車取

得税について、当該自動車（新車に限る。）の取得が平成31年３月31日（車両総重量が８トンを超え20

トン以下のトラックにあっては、平成30年10月31日）までに行われたときに限り、その取得価額から35

0万円を控除する。

(ア) 車両総重量が12トン以下のバス等

(イ) 車両総重量が3.5トンを超え20トン以下のトラック

⑷ 車両総重量が12トンを超えるバス等であって、車線逸脱警報装置を装備したものついて、当該自動車

（新車に限る。）の取得が平成29年４月１日から平成31年３月31日までに行われたときに限り、その取得

価額から175万円を控除する。

４ 不正な手段によって燃費試験の認定等を受け、当該認定等が取り消されたことによって支払うべき自動車

取得税に不足額が生じた場合には、当該不正を行った自動車メーカーがその不足額に係る納税義務を負うこ

ととされたことから、当該不足額に係る自動車取得税の賦課徴収の特例を定めることとした。（附則第15条

の５関係）

５ 船舶の動力源に供する免税軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、平成30年３月31日までに豪州

との間で締結した物品役務相互提供協定等に基づき、当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、軽油引取

税を課さないこととする。（附則第16条関係）

６ 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数

を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置について、次のとおり見直しを行う。（附則

第19条関係）

⑴ 環境負荷の小さい自動車
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⑴ 環境負荷の小さい自動車

平成29年度及び平成30年度に新車新規登録を受けた自動車について、当該登録の翌年度に次の特例措置

を講ずる。

ア 電気自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、平成32

年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が

所定の基準値を超えないもの及び軽油自動車である乗用車のうち平成30年排出ガス基準又は平成21年排

出ガス基準に適合するものについて、税率の概ね100分の75を軽減すること。

イ 平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の

排出量が所定の基準値を超えないもの（アの適用を受ける自動車を除く。）について、税率の概ね100

分の50を軽減すること。

⑵ 環境負荷の大きい自動車

次に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びに一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除

く。）について、それぞれ次に定める年度以後（平成30年度以後に限る。）に税率の概ね100分の15（バ

ス（一般乗合用のものを除く。）及びトラックについては概ね100分の10）を重課する特例措置を講ず

る。

ア ガソリン自動車又は石油ガス自動車（ＬＰＧ車）で平成18年３月31日までに新車新規登録を受けたも

の新車新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

イ 軽油自動車その他のアに掲げる自動車以外の自動車で平成20年３月31日までに新車新規登録を受けた

もの新車新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

７ 不正な手段によって燃費試験の認定等を受け、当該認定等が取り消されたことによって支払うべき自動車

税に不足額が生じた場合には、当該不正を行った自動車メーカーがその不足額に係る納税義務を負うことと

されたことから、当該不足額に係る自動車税の賦課徴収の特例を定めることとした。（附則第19条の２関

係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項から第９項まで）

10 条例の施行に伴い、関係条例の一部を改正することとした。（附則第10項）

○ 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第16号）

１ 観光地形成促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用

期限を２年延長することとした。（第３条関係）

２ 情報通信産業振興地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適

用期限を２年延長することとした。（第４条関係）

３ 産業高度化・事業革新促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につ

いて、適用期限を２年延長することとした。（第５条関係）

４ 国際物流拠点産業集積地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につい

て、適用期限を２年延長することとした。（第６条関係）

５ 経済金融活性化特別地区における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、

適用期限を２年延長することとした。（第７条関係）

６ 離島の地域における事業税及び不動産取得税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年延長するこ

ととした。（第８条関係）

７ 過疎地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年

延長するほか、課税免除の対象事業に農林水産物等販売業を加え、情報通信技術利用事業を削ることとし

た。（第９条関係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

平成29年度及び平成30年度に新車新規登録を受けた自動車について、当該登録の翌年度に次の特例措置

を講ずる。

ア 電気自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、平成32

年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が

所定の基準値を超えないもの及び軽油自動車である乗用車のうち平成30年排出ガス基準又は平成21年排

出ガス基準に適合するものについて、税率の概ね100分の75を軽減すること。

イ 平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の

排出量が所定の基準値を超えないもの（アの適用を受ける自動車を除く。）について、税率の概ね100

分の50を軽減すること。

⑵ 環境負荷の大きい自動車

次に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びに一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除

く。）について、それぞれ次に定める年度以後（平成30年度以後に限る。）に税率の概ね100分の15（バ

ス（一般乗合用のものを除く。）及びトラックについては概ね100分の10）を重課する特例措置を講ず

る。

ア ガソリン自動車又は石油ガス自動車（ＬＰＧ車）で平成18年３月31日までに新車新規登録を受けたも

の新車新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

イ 軽油自動車その他のアに掲げる自動車以外の自動車で平成20年３月31日までに新車新規登録を受けた

もの新車新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

７ 不正な手段によって燃費試験の認定等を受け、当該認定等が取り消されたことによって支払うべき自動車

税に不足額が生じた場合には、当該不正を行った自動車メーカーがその不足額に係る納税義務を負うことと

されたことから、当該不足額に係る自動車税の賦課徴収の特例を定めることとした。（附則第19条の２関

係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項から第９項まで）

10 条例の施行に伴い、関係条例の一部を改正することとした。（附則第10項）

○ 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第16号）

１ 観光地形成促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用

期限を２年延長することとした。（第３条関係）

２ 情報通信産業振興地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適

用期限を２年延長することとした。（第４条関係）

３ 産業高度化・事業革新促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につ

いて、適用期限を２年延長することとした。（第５条関係）

４ 国際物流拠点産業集積地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につい

て、適用期限を２年延長することとした。（第６条関係）

５ 経済金融活性化特別地区における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、

適用期限を２年延長することとした。（第７条関係）

６ 離島の地域における事業税及び不動産取得税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年延長するこ

ととした。（第８条関係）

７ 過疎地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年

延長するほか、課税免除の対象事業に農林水産物等販売業を加え、情報通信技術利用事業を削ることとし

た。（第９条関係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

平成29年度及び平成30年度に新車新規登録を受けた自動車について、当該登録の翌年度に次の特例措置

を講ずる。

ア 電気自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、平成32

年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が

所定の基準値を超えないもの及び軽油自動車である乗用車のうち平成30年排出ガス基準又は平成21年排

出ガス基準に適合するものについて、税率の概ね100分の75を軽減すること。

イ 平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の

排出量が所定の基準値を超えないもの（アの適用を受ける自動車を除く。）について、税率の概ね100

分の50を軽減すること。

⑵ 環境負荷の大きい自動車

次に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びに一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除

く。）について、それぞれ次に定める年度以後（平成30年度以後に限る。）に税率の概ね100分の15（バ

ス（一般乗合用のものを除く。）及びトラックについては概ね100分の10）を重課する特例措置を講ず

る。

ア ガソリン自動車又は石油ガス自動車（ＬＰＧ車）で平成18年３月31日までに新車新規登録を受けたも

の新車新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

イ 軽油自動車その他のアに掲げる自動車以外の自動車で平成20年３月31日までに新車新規登録を受けた

もの新車新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

７ 不正な手段によって燃費試験の認定等を受け、当該認定等が取り消されたことによって支払うべき自動車

税に不足額が生じた場合には、当該不正を行った自動車メーカーがその不足額に係る納税義務を負うことと

されたことから、当該不足額に係る自動車税の賦課徴収の特例を定めることとした。（附則第19条の２関

係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項から第９項まで）

10 条例の施行に伴い、関係条例の一部を改正することとした。（附則第10項）

○ 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第16号）

１ 観光地形成促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用

期限を２年延長することとした。（第３条関係）

２ 情報通信産業振興地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適

用期限を２年延長することとした。（第４条関係）

３ 産業高度化・事業革新促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につ

いて、適用期限を２年延長することとした。（第５条関係）

４ 国際物流拠点産業集積地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につい

て、適用期限を２年延長することとした。（第６条関係）

５ 経済金融活性化特別地区における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、

適用期限を２年延長することとした。（第７条関係）

６ 離島の地域における事業税及び不動産取得税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年延長するこ

ととした。（第８条関係）

７ 過疎地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年

延長するほか、課税免除の対象事業に農林水産物等販売業を加え、情報通信技術利用事業を削ることとし

た。（第９条関係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

平成29年度及び平成30年度に新車新規登録を受けた自動車について、当該登録の翌年度に次の特例措置

を講ずる。

ア 電気自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、平成32

年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が

所定の基準値を超えないもの及び軽油自動車である乗用車のうち平成30年排出ガス基準又は平成21年排

出ガス基準に適合するものについて、税率の概ね100分の75を軽減すること。

イ 平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の

排出量が所定の基準値を超えないもの（アの適用を受ける自動車を除く。）について、税率の概ね100

分の50を軽減すること。

⑵ 環境負荷の大きい自動車

次に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びに一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除

く。）について、それぞれ次に定める年度以後（平成30年度以後に限る。）に税率の概ね100分の15（バ

ス（一般乗合用のものを除く。）及びトラックについては概ね100分の10）を重課する特例措置を講ず

る。

ア ガソリン自動車又は石油ガス自動車（ＬＰＧ車）で平成18年３月31日までに新車新規登録を受けたも

の 新車新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

イ 軽油自動車その他のアに掲げる自動車以外の自動車で平成20年３月31日までに新車新規登録を受けた

もの 新車新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

７ 不正な手段によって燃費試験の認定等を受け、当該認定等が取り消されたことによって支払うべき自動車

税に不足額が生じた場合には、当該不正を行った自動車メーカーがその不足額に係る納税義務を負うことと

されたことから、当該不足額に係る自動車税の賦課徴収の特例を定めることとした。（附則第19条の２関

係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項から第９項まで）

10 条例の施行に伴い、関係条例の一部を改正することとした。（附則第10項）

○ 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第16号）

１ 観光地形成促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用

期限を２年延長することとした。（第３条関係）

２ 情報通信産業振興地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適

用期限を２年延長することとした。（第４条関係）

３ 産業高度化・事業革新促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につ

いて、適用期限を２年延長することとした。（第５条関係）

４ 国際物流拠点産業集積地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につい

て、適用期限を２年延長することとした。（第６条関係）

５ 経済金融活性化特別地区における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、

適用期限を２年延長することとした。（第７条関係）

６ 離島の地域における事業税及び不動産取得税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年延長するこ

ととした。（第８条関係）

７ 過疎地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年

延長するほか、課税免除の対象事業に農林水産物等販売業を加え、情報通信技術利用事業を削ることとし

た。（第９条関係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）
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平成29年度及び平成30年度に新車新規登録を受けた自動車について、当該登録の翌年度に次の特例措置

を講ずる。

ア 電気自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車、平成32

年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が

所定の基準値を超えないもの及び軽油自動車である乗用車のうち平成30年排出ガス基準又は平成21年排

出ガス基準に適合するものについて、税率の概ね100分の75を軽減すること。

イ 平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の

排出量が所定の基準値を超えないもの（アの適用を受ける自動車を除く。）について、税率の概ね100

分の50を軽減すること。

⑵ 環境負荷の大きい自動車

次に掲げる自動車（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソ

リンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車並びに一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除

く。）について、それぞれ次に定める年度以後（平成30年度以後に限る。）に税率の概ね100分の15（バ

ス（一般乗合用のものを除く。）及びトラックについては概ね100分の10）を重課する特例措置を講ず

る。

ア ガソリン自動車又は石油ガス自動車（ＬＰＧ車）で平成18年３月31日までに新車新規登録を受けたも

の新車新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

イ 軽油自動車その他のアに掲げる自動車以外の自動車で平成20年３月31日までに新車新規登録を受けた

もの新車新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

７ 不正な手段によって燃費試験の認定等を受け、当該認定等が取り消されたことによって支払うべき自動車

税に不足額が生じた場合には、当該不正を行った自動車メーカーがその不足額に係る納税義務を負うことと

されたことから、当該不足額に係る自動車税の賦課徴収の特例を定めることとした。（附則第19条の２関

係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項から第９項まで）

10 条例の施行に伴い、関係条例の一部を改正することとした。（附則第10項）

○ 県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第16号）

１ 観光地形成促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用

期限を２年延長することとした。（第３条関係）

２ 情報通信産業振興地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適

用期限を２年延長することとした。（第４条関係）

３ 産業高度化・事業革新促進地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につ

いて、適用期限を２年延長することとした。（第５条関係）

４ 国際物流拠点産業集積地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例につい

て、適用期限を２年延長することとした。（第６条関係）

５ 経済金融活性化特別地区における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、

適用期限を２年延長することとした。（第７条関係）

６ 離島の地域における事業税及び不動産取得税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年延長するこ

ととした。（第８条関係）

７ 過疎地域における事業税、不動産取得税及び固定資産税に係る課税免除の特例について、適用期限を２年

延長するほか、課税免除の対象事業に農林水産物等販売業を加え、情報通信技術利用事業を削ることとし

た。（第９条関係）

８ この条例は、平成29年４月１日から施行することとした。（附則第１項）

９ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。（附則第２項）

条 例

沖縄県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年３月31日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県条例第15号（別紙）

沖縄県税条例の一部を改正する条例

沖縄県税条例（昭和47年沖縄県条例第59号）の一部を次のように改正する。

第24条の２中「第32条第13項の申告書」を「第32条第13項に規定する特定配当等申告

書」に、「第32条第15項の申告書」を「第32条第15項に規定する特定株式等譲渡所得金額

申告書」に改める。

第43条第２項中「第75条の２第６項」を「第75条の２第８項」に、「第75条の２第３

項」を「第75条の２第５項」に、「第75条の２第５項」を「第75条の２第７項」に改め、

同条第３項中「第75条の２第３項」を「第75条の２第５項」に、「第75条の２第５項」を

「第75条の２第７項」に改める。

第44条の２第１項中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対す

る申立てが行われた場合又は同項に規定する条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改め、同項ただし書中「に

よつて」を「により」に改める。

第52条第１項第２号中「特別の事情により各事業年度終了の日から３月以内に当該事業

年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認め

られる場合には、当該知事が指定する月数の」を「次に掲げる場合には、それぞれ次に定

める」に改め、同号に次のように加える。

ア 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款、寄附行為、規則、規約

その他これらに準ずるもの（次号において「定款等」という。）の定めにより当該

事業年度以後の各事業年度終了の日から３月以内に当該各事業年度の決算について

の定時総会が招集されない常況にあると認められる場合（イに掲げる場合を除

く。） 当該定めの内容を勘案して３月を超え６月を超えない範囲内において知事

が指定する月数の期間内

イ 当該法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日

から３月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあ

ることその他やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する３月を超

える月数の期間内
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（別紙）

沖縄県税条例の一部を改正する条例

沖縄県税条例（昭和47年沖縄県条例第59号）の一部を次のように改正する。

第24条の２中「第32条第13項の申告書」を「第32条第13項に規定する特定配当等申告

書」に、「第32条第15項の申告書」を「第32条第15項に規定する特定株式等譲渡所得金額

申告書」に改める。

第43条第２項中「第75条の２第６項」を「第75条の２第８項」に、「第75条の２第３

項」を「第75条の２第５項」に、「第75条の２第５項」を「第75条の２第７項」に改め、

同条第３項中「第75条の２第３項」を「第75条の２第５項」に、「第75条の２第５項」を

「第75条の２第７項」に改める。

第44条の２第１項中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対す

る申立てが行われた場合又は同項に規定する条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改め、同項ただし書中「に

よつて」を「により」に改める。

第52条第１項第２号中「特別の事情により各事業年度終了の日から３月以内に当該事業

年度の決算についての定時総会が招集されないことその他やむを得ない事情があると認め

られる場合には、当該知事が指定する月数の」を「次に掲げる場合には、それぞれ次に定

める」に改め、同号に次のように加える。

ア 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款、寄附行為、規則、規約

その他これらに準ずるもの（次号において「定款等」という。）の定めにより当該

事業年度以後の各事業年度終了の日から３月以内に当該各事業年度の決算について

の定時総会が招集されない常況にあると認められる場合（イに掲げる場合を除

く。） 当該定めの内容を勘案して３月を超え６月を超えない範囲内において知事

が指定する月数の期間内

イ 当該法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日

から３月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあ

ることその他やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する３月を超

える月数の期間内

第52条第１項第３号中「特別の事情により各事業年度終了の日から４月以内に当該連結

親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないことその他

やむを得ない事情があると認められる場合には、当該知事が指定する月数の」を「次に掲

げる場合には、それぞれ次に定める」に改め、同号に次のように加える。

ア 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより当

該事業年度以後の各事業年度終了の日から４月以内に当該各連結事業年度の決算に

ついての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合（イに掲げる場合を

除く。） 当該定めの内容を勘案して４月を超え６月を超えない範囲内において知

事が指定する月数の期間内

イ 当該連結親法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終

了の日から４月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時

総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより

当該事業年度以後の各事業年度終了の日から４月以内に当該連結親法人の当該各連

結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他

やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する４月を超える月数の期

間内

第54条の３第１項中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対す

る申立てが行われた場合又は同項に規定する条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改め、同項ただし書中「に

よつて」を「により」に改める。

第160条中「又は法第349条の３」を「、法第349条の３又は法第349条の３の４」に、

「よつて」を「より」に改める。

附則第12条の２第１項中「平成29年３月31日」を「平成31年３月31日」に改め、同条第

２項中「若しくは漁業近代化資金融通法（昭和44年法律第52号）第２条第３項に規定する

漁業近代化資金で施行令附則第７条第14項で定めるもの」を削り、「附則第７条第15項」

を「附則第７条第14項」に、「平成27年４月１日から平成29年３月31日まで」を「平成29

年４月１日から平成31年３月31日まで」に、「にあつては」を「には」に改める。

附則第15条の２第５項中「ガソリン自動車（乗用車又は車両総重量が2.5トン以下のバ

ス若しくはトラックであつて次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の５第27

項で定めるものに限る。）」を「次に掲げる自動車」に、「前３項又は附則第15条の４第
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第52条第１項第３号中「特別の事情により各事業年度終了の日から４月以内に当該連結

親法人の当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができないことその他

やむを得ない事情があると認められる場合には、当該知事が指定する月数の」を「次に掲

げる場合には、それぞれ次に定める」に改め、同号に次のように加える。

ア 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより当

該事業年度以後の各事業年度終了の日から４月以内に当該各連結事業年度の決算に

ついての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合（イに掲げる場合を

除く。） 当該定めの内容を勘案して４月を超え６月を超えない範囲内において知

事が指定する月数の期間内

イ 当該連結親法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終

了の日から４月以内に当該連結親法人の当該各連結事業年度の決算についての定時

総会が招集されない常況にあること、当該連結法人に特別の事情があることにより

当該事業年度以後の各事業年度終了の日から４月以内に当該連結親法人の当該各連

結事業年度の連結所得の金額の計算を了することができない常況にあることその他

やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する４月を超える月数の期

間内

第54条の３第１項中「租税条約に基づく申立てが行われた場合」を「国税庁長官に対す

る申立てが行われた場合又は同項に規定する条約相手国等の権限ある当局に対する申立て

が行われた場合」に、「当該申立て」を「これらの申立て」に改め、同項ただし書中「に

よつて」を「により」に改める。

第160条中「又は法第349条の３」を「、法第349条の３又は法第349条の３の４」に、

「よつて」を「より」に改める。

附則第12条の２第１項中「平成29年３月31日」を「平成31年３月31日」に改め、同条第

２項中「若しくは漁業近代化資金融通法（昭和44年法律第52号）第２条第３項に規定する

漁業近代化資金で施行令附則第７条第14項で定めるもの」を削り、「附則第７条第15項」

を「附則第７条第14項」に、「平成27年４月１日から平成29年３月31日まで」を「平成29

年４月１日から平成31年３月31日まで」に、「にあつては」を「には」に改める。

附則第15条の２第５項中「ガソリン自動車（乗用車又は車両総重量が2.5トン以下のバ

ス若しくはトラックであつて次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の５第27

項で定めるものに限る。）」を「次に掲げる自動車」に、「前３項又は附則第15条の４第

６項から第11項」を「第２項から前項まで又は附則第15条の４第６項から第12項」に、

「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項各号を次のように改める。

⑴ 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の５第23項で

定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じ

て得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので施行規則附則第４条の５第24項で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じ

て得た数値以上であること。

⑵ 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で施行規則附則第４条の５

第25項で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

(ア) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30

年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。
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６項から第11項」を「第２項から前項まで又は附則第15条の４第６項から第12項」に、

「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項各号を次のように改める。

⑴ 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の５第23項で

定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じ

て得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので施行規則附則第４条の５第24項で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じ

て得た数値以上であること。

⑵ 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で施行規則附則第４条の５

第25項で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

(ア) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30

年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

(イ) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17

年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であること。

附則第15条の２第５項を同条第８項とし、同条第４項中「前２項又は附則第15条の４第

６項から第11項」を「第２項から前項まで又は附則第15条の４第６項から第12項」に、

「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に、「100分の60」を「100分の75」に改

め、同項第１号アを削り、同号イ中「附則第４条の５第20項」を「附則第４条の５第18

項」に改め、同号イ(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第４項第１号イ(イ)を削り、同号イ(ウ)を同号イ(イ)とし、同号イを同号アと

し、同号ウ中「附則第４条の５第21項」を「附則第４条の５第19項」に改め、同号ウ(ア)を

次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第４項第１号ウ(イ)を削り、同号ウ(ウ)を同号ウ(イ)とし、同号ウを同号イと

し、同項第２号ア中「附則第４条の５第22項」を「附則第４条の５第20項」に改め、同号

ア(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(イ) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17

年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率以上であること。

附則第15条の２第５項を同条第８項とし、同条第４項中「前２項又は附則第15条の４第

６項から第11項」を「第２項から前項まで又は附則第15条の４第６項から第12項」に、

「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に、「100分の60」を「100分の75」に改

め、同項第１号アを削り、同号イ中「附則第４条の５第20項」を「附則第４条の５第18

項」に改め、同号イ(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第４項第１号イ(イ)を削り、同号イ(ウ)を同号イ(イ)とし、同号イを同号アと

し、同号ウ中「附則第４条の５第21項」を「附則第４条の５第19項」に改め、同号ウ(ア)を

次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第４項第１号ウ(イ)を削り、同号ウ(ウ)を同号ウ(イ)とし、同号ウを同号イと

し、同項第２号ア中「附則第４条の５第22項」を「附則第４条の５第20項」に改め、同号

ア(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排

出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10

分の９を超えないこと。

附則第15条の２第４項第２号ア(イ)を削り、同号ア(ウ)を同号ア(イ)とし、同号イ中「附則第

４条の５第23項」を「附則第４条の５第21項」に改め、同号ウ中「7.5トン」を「3.5ト

ン」に、「附則第４条の５第24項」を「附則第４条の５第22項」に改め、同号ウ(ア)を次の

ように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成28年軽油重量車基準に適合すること。

ｂ 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出

量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の

９を超えないこと。

附則第15条の２第４項第２号エ及びオを削り、同項を同条第７項とし、同条第３項中

「前項又は附則第15条の４第６項から第11項」を「前３項又は附則第15条の４第６項から

第12項」に、「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に、「100分の40」を「100分

の50」に改め、同項第１号ア及びイを削り、同号ウ中「附則第４条の５第12項」を「附則

第４条の５第10項」に改め、同号ウ(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第３項第１号ウ(イ)を削り、同号ウ(ウ)を同号ウ(イ)とし、同号ウを同号アと

し、同号エ中「附則第４条の５第13項」を「附則第４条の５第11項」に改め、同号エ(ア)を

次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えないこ

平成29年３月31日　金曜日 公　　　　報 （号外第９号）

7



ｂ 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排

出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10

分の９を超えないこと。

附則第15条の２第４項第２号ア(イ)を削り、同号ア(ウ)を同号ア(イ)とし、同号イ中「附則第

４条の５第23項」を「附則第４条の５第21項」に改め、同号ウ中「7.5トン」を「3.5ト

ン」に、「附則第４条の５第24項」を「附則第４条の５第22項」に改め、同号ウ(ア)を次の

ように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成28年軽油重量車基準に適合すること。

ｂ 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出

量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の

９を超えないこと。

附則第15条の２第４項第２号エ及びオを削り、同項を同条第７項とし、同条第３項中

「前項又は附則第15条の４第６項から第11項」を「前３項又は附則第15条の４第６項から

第12項」に、「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に、「100分の40」を「100分

の50」に改め、同項第１号ア及びイを削り、同号ウ中「附則第４条の５第12項」を「附則

第４条の５第10項」に改め、同号ウ(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第３項第１号ウ(イ)を削り、同号ウ(ウ)を同号ウ(イ)とし、同号ウを同号アと

し、同号エ中「附則第４条の５第13項」を「附則第４条の５第11項」に改め、同号エ(ア)を

次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第３項第１号エ(イ)を削り、同号エ(ウ)を同号エ(イ)とし、同号エを同号イと

し、同項第２号ア中「附則第４条の５第14項」を「附則第４条の５第12項」に改め、同号

ア(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排

出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10

分の９を超えないこと。

附則第15条の２第３項第２号ア(イ)を削り、同号ア(ウ)を同号ア(イ)とし、同号イ中「附則第

４条の５第15項」を「附則第４条の５第13項」に改め、同号ウ中「7.5トン」を「3.5ト

ン」に、「附則第４条の５第16項」を「附則第４条の５第14項」に改め、同号ウ(ア)を次の

ように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成28年軽油重量車基準に適合すること。

ｂ 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出

量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の

９を超えないこと。

附則第15条の２第３項第２号エ及びオを削り、同項を同条第５項とし、同項の次に次の

１項を加える。

６ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（第２項から前項まで又は

附則第15条の４第６項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成30年３月31日までに行わ

れたときに限り、第112条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の

規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分

の60を乗じて得た率とする。

⑴ 次に掲げるガソリン自動車
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と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第３項第１号エ(イ)を削り、同号エ(ウ)を同号エ(イ)とし、同号エを同号イと

し、同項第２号ア中「附則第４条の５第14項」を「附則第４条の５第12項」に改め、同号

ア(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排

出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10

分の９を超えないこと。

附則第15条の２第３項第２号ア(イ)を削り、同号ア(ウ)を同号ア(イ)とし、同号イ中「附則第

４条の５第15項」を「附則第４条の５第13項」に改め、同号ウ中「7.5トン」を「3.5ト

ン」に、「附則第４条の５第16項」を「附則第４条の５第14項」に改め、同号ウ(ア)を次の

ように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成28年軽油重量車基準に適合すること。

ｂ 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出

量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の

９を超えないこと。

附則第15条の２第３項第２号エ及びオを削り、同項を同条第５項とし、同項の次に次の

１項を加える。

６ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（第２項から前項まで又は

附則第15条の４第６項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成30年３月31日までに行わ

れたときに限り、第112条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の

規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分

の60を乗じて得た率とする。

⑴ 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の５第15項で

定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じ

て得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので施行規則附則第４条の５第16項で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じ

て得た数値以上であること。

⑵ 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で施行規則附則第４条の５

第17項で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

(ア) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30

年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

(イ) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17

年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて

平成29年３月31日　金曜日 公　　　　報 （号外第９号）

9



ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の５第15項で

定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じ

て得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので施行規則附則第４条の５第16項で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じ

て得た数値以上であること。

⑵ 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で施行規則附則第４条の５

第17項で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

(ア) 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30

年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

(イ) 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17

年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて

得た数値以上であること。

附則第15条の２第２項中「（道路運送車両法第７条の規定による登録又は同法第59条の

規定による検査（検査対象軽自動車に係るものに限る。）をいう。以下この条及び附則第

15条の４において同じ。）」を削り、「附則第15条の４第６項から第11項」を「前項又は

附則第15条の４第６項から第12項」に、「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」

に、「前項」を「第１項」に、「100分の20」を「100分の25」に改め、同項第１号中

「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、附則第15条の４第１項第３号

に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条及び附則第15条の４において同

じ。）」を削り、同号ア及びイを削り、同号ウ中「附則第４条の５第３項」を「附則第４

条の５第２項」に改め、同号ウ(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第２項第１号ウ(イ)を削り、同号ウ(ウ)を同号ウ(イ)とし、同号ウを同号アと

し、同号エ中「附則第４条の５第４項」を「附則第４条の５第３項」に改め、同号エ(ア)を

次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第２項第１号エ(イ)を削り、同号エ(ウ)を同号エ(イ)とし、同号エを同号イと

し、同項第２号ア中「附則第４条の５第５項」を「附則第４条の５第４項」に改め、同号

ア(ア)を次のように改める。

平成29年３月31日　金曜日 公　　　　報 （号外第９号）

10



得た数値以上であること。

附則第15条の２第２項中「（道路運送車両法第７条の規定による登録又は同法第59条の

規定による検査（検査対象軽自動車に係るものに限る。）をいう。以下この条及び附則第

15条の４において同じ。）」を削り、「附則第15条の４第６項から第11項」を「前項又は

附則第15条の４第６項から第12項」に、「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」

に、「前項」を「第１項」に、「100分の20」を「100分の25」に改め、同項第１号中

「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、附則第15条の４第１項第３号

に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条及び附則第15条の４において同

じ。）」を削り、同号ア及びイを削り、同号ウ中「附則第４条の５第３項」を「附則第４

条の５第２項」に改め、同号ウ(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第２項第１号ウ(イ)を削り、同号ウ(ウ)を同号ウ(イ)とし、同号ウを同号アと

し、同号エ中「附則第４条の５第４項」を「附則第４条の５第３項」に改め、同号エ(ア)を

次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の３を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

附則第15条の２第２項第１号エ(イ)を削り、同号エ(ウ)を同号エ(イ)とし、同号エを同号イと

し、同項第２号ア中「附則第４条の５第５項」を「附則第４条の５第４項」に改め、同号

ア(ア)を次のように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第17項で定

めるもの（以下この条及び附則第19条において「平成30年軽油軽中量車基準」

という。）に適合すること。

ｂ 道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月１日以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第18項で定

めるもの（以下この条及び附則第19条において「平成21年軽油軽中量車基準」

という。）に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽

油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超えない

こと。

附則第15条の２第２項第２号ア(イ)を削り、同号ア(ウ)を同号ア(イ)とし、同号イ中「附則第

４条の５第６項」を「附則第４条の５第５項」に改め、同号ウ中「7.5トン」を「3.5ト

ン」に、「附則第４条の５第７項」を「附則第４条の５第６項」に改め、同号ウ(ア)を次の

ように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第41条の規定により平成28年10月１日以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第21項で定

めるもの（以下この条において「平成28年軽油重量車基準」という。）に適合

すること。

ｂ 道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月１日（車両総重量が12トン

以下のものにあつては、平成22年10月１日）以降に適用されるべきものとして

定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第22項で定めるもの

（以下この条において「平成21年軽油重量車基準」という。）に適合し、か

つ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒

素酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超えないこと。

附則第15条の２第２項第２号エ及びオを削り、同項を同条第３項とし、同項の次に次の

１項を加える。

４ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（前２項又は附則第15条の

４第６項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課
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(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第17項で定

めるもの（以下この条及び附則第19条において「平成30年軽油軽中量車基準」

という。）に適合すること。

ｂ 道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月１日以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第18項で定

めるもの（以下この条及び附則第19条において「平成21年軽油軽中量車基準」

という。）に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽

油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超えない

こと。

附則第15条の２第２項第２号ア(イ)を削り、同号ア(ウ)を同号ア(イ)とし、同号イ中「附則第

４条の５第６項」を「附則第４条の５第５項」に改め、同号ウ中「7.5トン」を「3.5ト

ン」に、「附則第４条の５第７項」を「附則第４条の５第６項」に改め、同号ウ(ア)を次の

ように改める。

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第41条の規定により平成28年10月１日以降に適用されるべき

ものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第21項で定

めるもの（以下この条において「平成28年軽油重量車基準」という。）に適合

すること。

ｂ 道路運送車両法第41条の規定により平成21年10月１日（車両総重量が12トン

以下のものにあつては、平成22年10月１日）以降に適用されるべきものとして

定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第22項で定めるもの

（以下この条において「平成21年軽油重量車基準」という。）に適合し、か

つ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒

素酸化物及び粒子状物質の値の10分の９を超えないこと。

附則第15条の２第２項第２号エ及びオを削り、同項を同条第３項とし、同項の次に次の

１項を加える。

４ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（前２項又は附則第15条の

４第６項から第12項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課

する自動車取得税の税率は、当該取得が平成30年３月31日までに行われたときに限り、

第112条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がない

ものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分の40を乗じて得た

率とする。

⑴ 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の５第７項で

定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成32年度以降の各年

度において適用されるべきものとして定められたもの（以下この条、附則第15条

の４及び附則第19条において「平成32年度基準エネルギー消費効率」という。）

に100分の120を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので施行規則附則第４条の５第８項で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じ

て得た数値以上であること。

⑵ 石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、附則
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する自動車取得税の税率は、当該取得が平成30年３月31日までに行われたときに限り、

第112条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がない

ものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に100分の40を乗じて得た

率とする。

⑴ 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の５第７項で

定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成32年度以降の各年

度において適用されるべきものとして定められたもの（以下この条、附則第15条

の４及び附則第19条において「平成32年度基準エネルギー消費効率」という。）

に100分の120を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので施行規則附則第４条の５第８項で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこ

と。

ｂ 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成

17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこ

と。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の115を乗じ

て得た数値以上であること。

⑵ 石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、附則

第15条の４第１項第３号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条及び次条

において同じ。）のうち、次のいずれにも該当する乗用車で施行規則附則第４条の５

第９項で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

(ア) 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべきも

のとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第15項で定める

もの（以下この条において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の２分の１を超えないこと。

(イ) 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日以降に適用されるべきも

のとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第16項で定める

もの（以下この条において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて

得た数値以上であること。

附則第15条の２第１項の次に次の１項を加える。

２ ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、附則第15条

の４第１項第３号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条及び附則第15条の

４において同じ。）のうち、車両総重量（道路運送車両法第40条第３号に規定する車両

総重量をいう。以下この条、附則第15条の４及び附則第19条において同じ。）が2.5ト

ン以下のバス又はトラックであつて、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４

条の５第１項で定めるものに限る。）で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条第１

項に規定する新規登録又は同法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定（同項に

規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。）をいう。以下この条及び附則第15条の

４において同じ。）を受けるものの取得（附則第15条の４第６項から第12項までの規定

の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当

該取得が平成30年３月31日までに行われたときに限り、第112条及び前項の規定にかか

わらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき

同条又は前項に定める率に100分の20を乗じて得た率とする。
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第15条の４第１項第３号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条及び次条

において同じ。）のうち、次のいずれにも該当する乗用車で施行規則附則第４条の５

第９項で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

(ア) 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべきも

のとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第15項で定める

もの（以下この条において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の２分の１を超えないこと。

(イ) 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日以降に適用されるべきも

のとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第16項で定める

もの（以下この条において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の120を乗じて

得た数値以上であること。

附則第15条の２第１項の次に次の１項を加える。

２ ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、附則第15条

の４第１項第３号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条及び附則第15条の

４において同じ。）のうち、車両総重量（道路運送車両法第40条第３号に規定する車両

総重量をいう。以下この条、附則第15条の４及び附則第19条において同じ。）が2.5ト

ン以下のバス又はトラックであつて、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４

条の５第１項で定めるものに限る。）で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条第１

項に規定する新規登録又は同法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定（同項に

規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。）をいう。以下この条及び附則第15条の

４において同じ。）を受けるものの取得（附則第15条の４第６項から第12項までの規定

の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当

該取得が平成30年３月31日までに行われたときに限り、第112条及び前項の規定にかか

わらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき

同条又は前項に定める率に100分の20を乗じて得た率とする。

⑴ 次のいずれかに該当すること。

ア 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべきもの

として定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の

技術基準（以下この条及び附則第19条において「排出ガス保安基準」という。）で

施行規則附則第４条の４第９項で定めるもの（以下この条において「平成30年ガソ

リン軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガ

ソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日以降に適用されるべきもの

として定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第10項で定めるもの

（以下この条及び附則第15条の４において「平成17年ガソリン軽中量車基準」とい

う。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定

める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

⑵ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）第80条第１号イ

に規定するエネルギー消費効率（以下この条、附則第15条の４及び附則第19条におい

て「エネルギー消費効率」という。）が同法第78条第１項の規定により定められるエ

ネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して施行規則附

則第４条の４第11項で定めるエネルギー消費効率（以下この条及び附則第15条の４に

おいて「基準エネルギー消費効率」という。）であつて平成27年度以降の各年度にお

いて適用されるべきものとして定められたもの（以下この条、附則第15条の４及び附

則第19条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。）に100分の120を

乗じて得た数値以上であること。

附則第15条の４第１項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項第

２号中「天然ガス自動車」を「法附則第12条の２第２項第２号に掲げる天然ガス自動車」

に改め、同項第３号中「附則第４条の４第４項」を「附則第４条の４第５項」に、「附則

第４条の４第５項」を「附則第４条の４第６項」に、「附則第４条の４第６項」を「附則

第４条の４第７項」に改め、同項第４号中「法附則第12条の２の２第２項第４号」を「法

附則第12条の２第２項第４号」に改め、同項第５号ア(ウ)中「100分の180」を「100分の19

5」に改め、同項第７号中「法附則第12条の２の２第２項第５号ニ」を「法附則第12条の

２第２項第６号ハ」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号中「法附則第12条の２の

２第２項第５号イ」を「法附則第12条の２第２項第６号イ」に改め、同号を同項第７号と
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⑴ 次のいずれかに該当すること。

ア 道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降に適用されるべきもの

として定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の

技術基準（以下この条及び附則第19条において「排出ガス保安基準」という。）で

施行規則附則第４条の４第９項で定めるもの（以下この条において「平成30年ガソ

リン軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガ

ソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

イ 道路運送車両法第41条の規定により平成17年10月１日以降に適用されるべきもの

として定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第４条の４第10項で定めるもの

（以下この条及び附則第15条の４において「平成17年ガソリン軽中量車基準」とい

う。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定

める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

⑵ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）第80条第１号イ

に規定するエネルギー消費効率（以下この条、附則第15条の４及び附則第19条におい

て「エネルギー消費効率」という。）が同法第78条第１項の規定により定められるエ

ネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して施行規則附

則第４条の４第11項で定めるエネルギー消費効率（以下この条及び附則第15条の４に

おいて「基準エネルギー消費効率」という。）であつて平成27年度以降の各年度にお

いて適用されるべきものとして定められたもの（以下この条、附則第15条の４及び附

則第19条において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。）に100分の120を

乗じて得た数値以上であること。

附則第15条の４第１項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項第

２号中「天然ガス自動車」を「法附則第12条の２第２項第２号に掲げる天然ガス自動車」

に改め、同項第３号中「附則第４条の４第４項」を「附則第４条の４第５項」に、「附則

第４条の４第５項」を「附則第４条の４第６項」に、「附則第４条の４第６項」を「附則

第４条の４第７項」に改め、同項第４号中「法附則第12条の２の２第２項第４号」を「法

附則第12条の２第２項第４号」に改め、同項第５号ア(ウ)中「100分の180」を「100分の19

5」に改め、同項第７号中「法附則第12条の２の２第２項第５号ニ」を「法附則第12条の

２第２項第６号ハ」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号中「法附則第12条の２の

２第２項第５号イ」を「法附則第12条の２第２項第６号イ」に改め、同号を同項第７号と

し、同項第５号の次に次の１号を加える。

⑹ 法附則第12条の２第２項第５号に掲げる石油ガス自動車

附則第15条の４第２項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項各

号を次のように改める。

⑴ 附則第15条の２第２項又は第３項第１号に掲げるガソリン自動車

⑵ ガソリン自動車（車両総重量が2.5トン以下のトラックであつて、平成22年度基準

エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。）のうち、次のいずれにも該当す

るもので施行規則附則第４条の６第５項で定めるもの

ア 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

イ 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の

４分の１を超えないこと。

ウ エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて

得た数値以上であること。

⑶ 附則第15条の２第３項第２号ウに掲げる軽油自動車（電力併用自動車に限る。）

附則第15条の４第３項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項第

１号中「附則第15条の２第３項第１号」を「附則第15条の２第４項第１号又は第５項第１

号」に改め、同項第２号ア中「附則第４条の６第７項」を「附則第４条の６第６項」に改

め、同号ア(ウ)中「100分の150」を「100分の180」に改め、同号イ中「附則第４条の６第８

項」を「附則第４条の６第７項」に改め、同項第３号中「附則第15条の２第３項第２号エ

又はオ」を「附則第15条の２第５項第２号ウ」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２

号の次に次の１号を加える。

⑶ 附則第15条の２第４項第２号に掲げる石油ガス自動車

附則第15条の４第４項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項各

号を次のように改める。

⑴ 附則第15条の２第６項第１号又は第７項第１号に掲げるガソリン自動車

⑵ 次に掲げるガソリン自動車（平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限

る。）

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の６第８項で

定めるもの

(ア) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
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し、同項第５号の次に次の１号を加える。

⑹ 法附則第12条の２第２項第５号に掲げる石油ガス自動車

附則第15条の４第２項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項各

号を次のように改める。

⑴ 附則第15条の２第２項又は第３項第１号に掲げるガソリン自動車

⑵ ガソリン自動車（車両総重量が2.5トン以下のトラックであつて、平成22年度基準

エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。）のうち、次のいずれにも該当す

るもので施行規則附則第４条の６第５項で定めるもの

ア 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

イ 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の

４分の１を超えないこと。

ウ エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて

得た数値以上であること。

⑶ 附則第15条の２第３項第２号ウに掲げる軽油自動車（電力併用自動車に限る。）

附則第15条の４第３項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項第

１号中「附則第15条の２第３項第１号」を「附則第15条の２第４項第１号又は第５項第１

号」に改め、同項第２号ア中「附則第４条の６第７項」を「附則第４条の６第６項」に改

め、同号ア(ウ)中「100分の150」を「100分の180」に改め、同号イ中「附則第４条の６第８

項」を「附則第４条の６第７項」に改め、同項第３号中「附則第15条の２第３項第２号エ

又はオ」を「附則第15条の２第５項第２号ウ」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２

号の次に次の１号を加える。

⑶ 附則第15条の２第４項第２号に掲げる石油ガス自動車

附則第15条の４第４項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項各

号を次のように改める。

⑴ 附則第15条の２第６項第１号又は第７項第１号に掲げるガソリン自動車

⑵ 次に掲げるガソリン自動車（平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限

る。）

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の６第８項で

定めるもの

(ア) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

(イ) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

(ウ) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の165を乗じ

て得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施

行規則附則第４条の６第９項で定めるもの

(ア) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

(イ) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

(ウ) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の138を乗じ

て得た数値以上であること。

⑶ 附則第15条の２第６項第２号に掲げる石油ガス自動車

⑷ 附則第15条の２第７項第２号ウに掲げる軽油自動車（電力併用自動車に限る。）

附則第15条の４第５項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項各

号を次のように改める。

⑴ 附則第15条の２第８項第１号に掲げるガソリン自動車

⑵ 次に掲げるガソリン自動車（平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限

る。）

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の６第10項で

定めるもの

(ア) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

(イ) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

(ウ) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の138を乗じ

て得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施

行規則附則第４条の６第11項で定めるもの

(ア) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

(イ) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。
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(イ) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

(ウ) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の165を乗じ

て得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施

行規則附則第４条の６第９項で定めるもの

(ア) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

(イ) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

(ウ) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の138を乗じ

て得た数値以上であること。

⑶ 附則第15条の２第６項第２号に掲げる石油ガス自動車

⑷ 附則第15条の２第７項第２号ウに掲げる軽油自動車（電力併用自動車に限る。）

附則第15条の４第５項中「平成29年３月31日」を「平成30年３月31日」に改め、同項各

号を次のように改める。

⑴ 附則第15条の２第８項第１号に掲げるガソリン自動車

⑵ 次に掲げるガソリン自動車（平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車に限

る。）

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則附則第４条の６第10項で

定めるもの

(ア) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

(イ) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

(ウ) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の138を乗じ

て得た数値以上であること。

イ 車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施

行規則附則第４条の６第11項で定めるもの

(ア) 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

(イ) 窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

(ウ) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の132を乗じ

て得た数値以上であること。

⑶ 附則第15条の２第８項第２号に掲げる石油ガス自動車

附則第15条の４第６項から第８項までの規定中「平成29年３月31日」を「平成31年３月

31日」に改め、同条第９項中「平成29年３月31日（第４号」を「平成31年３月31日（第３

号」に、「平成28年10月31日」を「平成30年10月31日」に改め、同項第１号中「（第11

項」の次に「及び第12項」を加え、「この項及び第11項」を「この項から第11項まで」に

改め、同項第２号中「この項及び第11項」を「この項から第11項まで」に改め、同項第４

号を削り、同条第10項中「前項第４号」を「次に」に、「当該取得が平成28年11月１日か

ら平成29年３月31日」を「第１号に掲げるトラックにあつては当該取得が平成30年11月１

日から平成31年３月31日までに行われたときに限り、第２号に掲げるトラックにあつては

当該取得が平成29年４月１日から平成30年10月31日」に改め、同項に次の各号を加える。

⑴ 車両総重量が８トンを超え20トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第41条

の規定により平成28年２月１日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定

性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成24年４月１日以降に適用される

べきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適

合するもの

⑵ 車両総重量が20トンを超え22トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第41条

の規定により平成27年９月１日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定

性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成24年４月１日以降に適用される

べきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適

合するもの

附則第15条の４第11項中「平成29年３月31日（第５号」を「平成31年３月31日（第４

号」に、「平成28年10月31日」を「平成30年10月31日」に改め、同項第５号を削り、同条

第12項中「附則第４条の６の２第15項」を「附則第４条の６の２第17項」に改め、同項を

同条第13項とし、同条第11項の次に次の１項を加える。

12 車両総重量が12トンを超えるバス等であつて、道路運送車両法第41条の規定により平

成27年８月１日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安

全性の向上を図るための装置（以下この項において「車線逸脱警報装置」という。）に

係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第４条の６の２
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(ウ) エネルギー消費効率が平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の132を乗じ

て得た数値以上であること。

⑶ 附則第15条の２第８項第２号に掲げる石油ガス自動車

附則第15条の４第６項から第８項までの規定中「平成29年３月31日」を「平成31年３月

31日」に改め、同条第９項中「平成29年３月31日（第４号」を「平成31年３月31日（第３

号」に、「平成28年10月31日」を「平成30年10月31日」に改め、同項第１号中「（第11

項」の次に「及び第12項」を加え、「この項及び第11項」を「この項から第11項まで」に

改め、同項第２号中「この項及び第11項」を「この項から第11項まで」に改め、同項第４

号を削り、同条第10項中「前項第４号」を「次に」に、「当該取得が平成28年11月１日か

ら平成29年３月31日」を「第１号に掲げるトラックにあつては当該取得が平成30年11月１

日から平成31年３月31日までに行われたときに限り、第２号に掲げるトラックにあつては

当該取得が平成29年４月１日から平成30年10月31日」に改め、同項に次の各号を加える。

⑴ 車両総重量が８トンを超え20トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第41条

の規定により平成28年２月１日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定

性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成24年４月１日以降に適用される

べきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適

合するもの

⑵ 車両総重量が20トンを超え22トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第41条

の規定により平成27年９月１日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定

性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成24年４月１日以降に適用される

べきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適

合するもの

附則第15条の４第11項中「平成29年３月31日（第５号」を「平成31年３月31日（第４

号」に、「平成28年10月31日」を「平成30年10月31日」に改め、同項第５号を削り、同条

第12項中「附則第４条の６の２第15項」を「附則第４条の６の２第17項」に改め、同項を

同条第13項とし、同条第11項の次に次の１項を加える。

12 車両総重量が12トンを超えるバス等であつて、道路運送車両法第41条の規定により平

成27年８月１日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安

全性の向上を図るための装置（以下この項において「車線逸脱警報装置」という。）に

係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第４条の６の２

第15項で定めるものに適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの（施行規則

附則第４条の６の２第16項で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの

取得に係る第111条第１項の規定の適用については、当該取得が平成31年３月31日まで

に行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から175万円を控

除して得た額」とする。

附則第15条の４の次に次の１条を加える。

（自動車取得税の賦課徴収の特例）

第15条の５ 法附則第12条の２の５第２項の規定の適用がある場合における法第129条第

２項の規定による決定により納付すべき自動車取得税の額は、法附則第12条の２の５第

２項の規定による不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。

２ 法附則第12条の２の５第２項の規定により法第129条第２項の規定を適用する場合に

は、通知書により、これを納税者に通知する。

３ 自動車取得税の納税義務者は、前条の通知を受けた場合において、不足税額があると

きは、当該不足税額及び法第130条第２項の規定による延滞金額をそれぞれ当該通知書

の納期限までに納付しなければならない。

附則第16条に次の２項を加える。

４ 第１項第１号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、平成30年３月

31日までに法附則第12条の２の７第５項各号の規定により当該引取りに係る軽油を譲渡

する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第122条

第１項（第３号に係る部分に限る。）及び同条第４項の規定にかかわらず、軽油引取税

を課さないものとする。

５ 第１項第１号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、平成30年３月

31日までに当該引取りに係る軽油を法附則第12条の２の７第６項の規定により船舶の動

力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の

譲渡については、第３項の規定により読み替えられた第122条第１項（第３号に係る部

分に限る。）及び同条第４項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

附則第19条第１項第１号中「平成16年３月31日」を「平成18年３月31日」に改め、同項

第２号中「平成18年３月31日」を「平成20年３月31日」に改め、同条第２項第２号中「こ

の号」の次に「及び第４項第２号」を加え、同項第４号中「次項」を「次項から第５項ま
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第15項で定めるものに適合するもののうち、車線逸脱警報装置を備えるもの（施行規則

附則第４条の６の２第16項で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの

取得に係る第111条第１項の規定の適用については、当該取得が平成31年３月31日まで

に行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から175万円を控

除して得た額」とする。

附則第15条の４の次に次の１条を加える。

（自動車取得税の賦課徴収の特例）

第15条の５ 法附則第12条の２の５第２項の規定の適用がある場合における法第129条第

２項の規定による決定により納付すべき自動車取得税の額は、法附則第12条の２の５第

２項の規定による不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。

２ 法附則第12条の２の５第２項の規定により法第129条第２項の規定を適用する場合に

は、通知書により、これを納税者に通知する。

３ 自動車取得税の納税義務者は、前条の通知を受けた場合において、不足税額があると

きは、当該不足税額及び法第130条第２項の規定による延滞金額をそれぞれ当該通知書

の納期限までに納付しなければならない。

附則第16条に次の２項を加える。

４ 第１項第１号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、平成30年３月

31日までに法附則第12条の２の７第５項各号の規定により当該引取りに係る軽油を譲渡

する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第122条

第１項（第３号に係る部分に限る。）及び同条第４項の規定にかかわらず、軽油引取税

を課さないものとする。

５ 第１項第１号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、平成30年３月

31日までに当該引取りに係る軽油を法附則第12条の２の７第６項の規定により船舶の動

力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の

譲渡については、第３項の規定により読み替えられた第122条第１項（第３号に係る部

分に限る。）及び同条第４項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。

附則第19条第１項第１号中「平成16年３月31日」を「平成18年３月31日」に改め、同項

第２号中「平成18年３月31日」を「平成20年３月31日」に改め、同条第２項第２号中「こ

の号」の次に「及び第４項第２号」を加え、同項第４号中「次項」を「次項から第５項ま

で」に改め、同項第５号中「除く」の次に「。第４項第５号において同じ」を加え、「道

路運送車両法第41条の規定により平成21年10月１日以降に適用されるべきものとして定め

られた排出ガス保安基準で施行規則附則第５条の２第７項で定めるもの」を「平成21年軽

油軽中量車基準」に改め、同条に次の２項を加える。

４ 次に掲げる自動車に対する第140条の規定の適用については、当該自動車が平成29年

４月１日から平成30年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成30年度分

の自動車税に限り、当該自動車が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に新

車新規登録を受けた場合には平成31年度分の自動車税に限り、第２項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴ 電気自動車

⑵ 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第５条の２

第９項で定めるものに適合するもの又は平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒

素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の９を超

えないもので施行規則附則第５条の２第10項で定めるもの

⑶ 充電機能付電力併用自動車

⑷ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得

た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条の規定によ

り平成30年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に

定める窒素酸化物の値で施行規則附則第５条の２第11項で定めるもの（次項において

「平成30年窒素酸化物排出許容限度」という。）の２分の１を超えないもので施行規

則附則第５条の２第12項で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物

排出許容限度の４分の１を超えないもので施行規則附則第５条の２第13項で定めるも

の

⑸ 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車のうち、平成30年軽油軽中量車基準に適

合するもの又は平成21年軽油軽中量車基準に適合するもの

５ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た

数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の２

分の１を超えないもので施行規則附則第５条の２第15項で定めるもの又は窒素酸化物の

排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので施行規則附則第
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で」に改め、同項第５号中「除く」の次に「。第４項第５号において同じ」を加え、「道

路運送車両法第41条の規定により平成21年10月１日以降に適用されるべきものとして定め

られた排出ガス保安基準で施行規則附則第５条の２第７項で定めるもの」を「平成21年軽

油軽中量車基準」に改め、同条に次の２項を加える。

４ 次に掲げる自動車に対する第140条の規定の適用については、当該自動車が平成29年

４月１日から平成30年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成30年度分

の自動車税に限り、当該自動車が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に新

車新規登録を受けた場合には平成31年度分の自動車税に限り、第２項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

⑴ 電気自動車

⑵ 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成30年10月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則附則第５条の２

第９項で定めるものに適合するもの又は平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒

素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の９を超

えないもので施行規則附則第５条の２第10項で定めるもの

⑶ 充電機能付電力併用自動車

⑷ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の130を乗じて得

た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第41条の規定によ

り平成30年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に

定める窒素酸化物の値で施行規則附則第５条の２第11項で定めるもの（次項において

「平成30年窒素酸化物排出許容限度」という。）の２分の１を超えないもので施行規

則附則第５条の２第12項で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物

排出許容限度の４分の１を超えないもので施行規則附則第５条の２第13項で定めるも

の

⑸ 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車のうち、平成30年軽油軽中量車基準に適

合するもの又は平成21年軽油軽中量車基準に適合するもの

５ エネルギー消費効率が平成32年度基準エネルギー消費効率に100分の110を乗じて得た

数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年窒素酸化物排出許容限度の２

分の１を超えないもので施行規則附則第５条の２第15項で定めるもの又は窒素酸化物の

排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので施行規則附則第

５条の２第16項で定めるもの（前項の規定の適用を受ける自動車を除く。）に対する第

140条の規定の適用については、当該自動車が平成29年４月１日から平成30年３月31日

までの間に新車新規登録を受けた場合には平成30年度分の自動車税に限り、当該自動車

が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平

成31年度分の自動車税に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第19条の次に次の１条を加える。

（自動車税の賦課徴収の特例）

第19条の２ 法附則第12条の４第２項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車

税の額は、同項の規定による不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（県民税に関する経過措置）

２ 改正後の沖縄県税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の県民税に関する部

分は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個

人の県民税については、なお従前の例による。

３ 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事

業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民

税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例に

よる。

（事業税に関する経過措置）

４ 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る

法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税につい

ては、なお従前の例による。

（不動産取得税に関する経過措置）

５ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日

以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産
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５条の２第16項で定めるもの（前項の規定の適用を受ける自動車を除く。）に対する第

140条の規定の適用については、当該自動車が平成29年４月１日から平成30年３月31日

までの間に新車新規登録を受けた場合には平成30年度分の自動車税に限り、当該自動車

が平成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に新車新規登録を受けた場合には平

成31年度分の自動車税に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第19条の次に次の１条を加える。

（自動車税の賦課徴収の特例）

第19条の２ 法附則第12条の４第２項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車

税の額は、同項の規定による不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（県民税に関する経過措置）

２ 改正後の沖縄県税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の県民税に関する部

分は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個

人の県民税については、なお従前の例による。

３ 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事

業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民

税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例に

よる。

（事業税に関する経過措置）

４ 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る

法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税につい

ては、なお従前の例による。

（不動産取得税に関する経過措置）

５ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日

以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産

の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

６ 改正前の沖縄県税条例附則第12条の２第２項に規定する漁業近代化資金で地方税法施

行令（昭和25年政令第245号）で定めるものの貸付け（当該貸付けの申込みの受理が施

行日前であるものに限る。）を受けて施行日以後に不動産を取得した場合における当該

不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

７ 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課

すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取

得税については、なお従前の例による。

（軽油引取税に関する経過措置）

８ 新条例附則第16条第４項及び第５項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課す

べき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税につ

いては、なお従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

９ 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税につい

て適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

（沖縄県税条例及び沖縄県税条例及び沖縄県位置境界不明地域内における各筆の土地の

位置境界の明確化に伴い取得した不動産に対する不動産取得税の減免の特例に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正）

10 沖縄県税条例及び沖縄県税条例及び沖縄県位置境界不明地域内における各筆の土地の

位置境界の明確化に伴い取得した不動産に対する不動産取得税の減免の特例に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（平成28年沖縄県条例第58号）の一部を

次のように改正する。

第２条のうち、沖縄県税条例附則第15条の２から第15条の４までを削る改正規定中

「第15条の４」を「第15条の５」に改め、同条例附則第19条の改正規定の次に次のよう

に加える。

附則第19条の２を削る。
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の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

６ 改正前の沖縄県税条例附則第12条の２第２項に規定する漁業近代化資金で地方税法施

行令（昭和25年政令第245号）で定めるものの貸付け（当該貸付けの申込みの受理が施

行日前であるものに限る。）を受けて施行日以後に不動産を取得した場合における当該

不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

７ 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課

すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取

得税については、なお従前の例による。

（軽油引取税に関する経過措置）

８ 新条例附則第16条第４項及び第５項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課す

べき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税につ

いては、なお従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

９ 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税につい

て適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

（沖縄県税条例及び沖縄県税条例及び沖縄県位置境界不明地域内における各筆の土地の

位置境界の明確化に伴い取得した不動産に対する不動産取得税の減免の特例に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正）

10 沖縄県税条例及び沖縄県税条例及び沖縄県位置境界不明地域内における各筆の土地の

位置境界の明確化に伴い取得した不動産に対する不動産取得税の減免の特例に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（平成28年沖縄県条例第58号）の一部を

次のように改正する。

第２条のうち、沖縄県税条例附則第15条の２から第15条の４までを削る改正規定中

「第15条の４」を「第15条の５」に改め、同条例附則第19条の改正規定の次に次のよう

に加える。

附則第19条の２を削る。

県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成29年３月31日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県条例第16号（別紙）

県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例

県税の課税免除等の特例に関する条例（平成14年沖縄県条例第35号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条から第８条までの規定中「平成29年３月31日」を「平成31年３月31日」に改め

る。

第９条中「平成29年３月31日」を「平成31年３月31日」に、「情報通信技術利用事業

（過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する情報通信技術利用事業」を「農林水産物

等販売業（過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する農林水産物等販売業」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第９条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新

設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設

備については、なお従前の例による。
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（別紙）

県税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改正する条例

県税の課税免除等の特例に関する条例（平成14年沖縄県条例第35号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条から第８条までの規定中「平成29年３月31日」を「平成31年３月31日」に改め

る。

第９条中「平成29年３月31日」を「平成31年３月31日」に、「情報通信技術利用事業

（過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する情報通信技術利用事業」を「農林水産物

等販売業（過疎地域自立促進特別措置法第30条に規定する農林水産物等販売業」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第９条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新

設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設

備については、なお従前の例による。

規 則

沖縄県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月31日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第26号

沖縄県税条例施行規則の一部を改正する規則

沖縄県税条例施行規則（昭和47年沖縄県規則第15号）の一部を次のように改正する。

第21条第３項中「第24条の４第５項」を「第24条の４第７項」に、「第24条の４第４項」を「第24条の４

第６項」に改める。

「第 2 4 条 の ４ 第 ２ 項 「第 2 4 条 の ４ 第 ４ 項
第80号様式の３中 を に改める。

第24条の４の３第１項」 第24条の４の３第１項」

「第 2 4 条 の ４ 第 ６ 項 「第 2 4 条 の ４ 第 ８ 項
第81号様式の３及び第81号様式の４中 を に改める。

第24条の４の３第３項」 第24条の４の３第３項」

第132号様式中

「
区分 課税標準額 税率 税額

自 更正・決定によるもの 円 円

動

車

取 既に納付の確定してい を

得 るもの

税

差引過不足税額

」

「
区分 課税標準額 税率 税額

更正・決定によるもの 円 円

自

動

車 既に納付の確定してい に、

取 るもの

得

税 差引過不足税額

加算額

」

「

重加算金額

を

合計

」

「

重加算金額

に改

合計 円

」

める。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

100

100

100

100

100

10

100

100

平成29年３月31日　金曜日 公　　　　報 （号外第９号）

23



沖縄県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月31日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第26号

沖縄県税条例施行規則の一部を改正する規則

沖縄県税条例施行規則（昭和47年沖縄県規則第15号）の一部を次のように改正する。

第21条第３項中「第24条の４第５項」を「第24条の４第７項」に、「第24条の４第４項」を「第24条の４

第６項」に改める。

「第 2 4 条 の ４ 第 ２ 項 「第 2 4 条 の ４ 第 ４ 項
第80号様式の３中 を に改める。

第24条の４の３第１項」 第24条の４の３第１項」

「第 2 4 条 の ４ 第 ６ 項 「第 2 4 条 の ４ 第 ８ 項
第81号様式の３及び第81号様式の４中 を に改める。

第24条の４の３第３項」 第24条の４の３第３項」

第132号様式中

「
区分 課税標準額 税率 税額

自 更正・決定によるもの 円 円

動

車

取 既に納付の確定してい を

得 るもの

税

差引過不足税額

」

「
区分 課税標準額 税率 税額

更正・決定によるもの 円 円

自

動

車 既に納付の確定してい に、

取 るもの

得

税 差引過不足税額

加算額

」

「

重加算金額

を

合計

」

「

重加算金額

に改

合計 円

」

める。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

100

100

100

100

100

10

100

100

県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月31日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第27号

県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則

県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則（平成14年沖縄県規則第39号）の一部を次のように改正す

る。

第３条第１項第１号中「電気供給業、」を「電気供給業（電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第

１項第２号に規定する小売電気事業（これに準ずるものを含む。）を除く。以下この号、次号及び次条第１

項第１号において同じ。）、」に改め、同条第３項中「第９項及び第10項」を「第11項及び第12項」に改め

る。

第４条第１項第１号中「情報通信技術利用事業（」を「農林水産物等販売業（」に、「第30条に規定する

情報通信技術利用事業」を「第30条に規定する農林水産物等販売業」に改め、同条第２項中「第９項及び第

10項」を「第11項及び第12項」に改める。

「
課税標準額（円） (イ)／(ロ) 課税免除に係る分（円）

（1,000円未満切り捨て） （分数表示） （1,000円未満切り捨て）

第３号様式中 を

」

「
県内課税標準額 (イ)／(ロ) 課税免除に係る分 免除後の課税標準
（円） ① （円） ② 額（円） ①－②

（1,000円未満切り捨て） (分数表示) （1,000円未満切り捨て）

に改める。

」

第９号様式中

「
課 税 額 円

免除した税額又は不均一課
税をした税額以外の税額 円 を

課税免除又は不均一課税を
しない理由

」

「
免除前課税額 ① 円

免 除 相 当 額 ② 円

に改
税 額 （①－②） 円

課税免除又は不均一課税を
しない理由

」

める。

平成29年３月31日　金曜日 公　　　　報 （号外第９号）
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県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年３月31日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第27号

県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則の一部を改正する規則

県税の課税免除等の特例に関する条例施行規則（平成14年沖縄県規則第39号）の一部を次のように改正す

る。

第３条第１項第１号中「電気供給業、」を「電気供給業（電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第

１項第２号に規定する小売電気事業（これに準ずるものを含む。）を除く。以下この号、次号及び次条第１

項第１号において同じ。）、」に改め、同条第３項中「第９項及び第10項」を「第11項及び第12項」に改め

る。

第４条第１項第１号中「情報通信技術利用事業（」を「農林水産物等販売業（」に、「第30条に規定する

情報通信技術利用事業」を「第30条に規定する農林水産物等販売業」に改め、同条第２項中「第９項及び第

10項」を「第11項及び第12項」に改める。

「
課税標準額（円） (イ)／(ロ) 課税免除に係る分（円）

（1,000円未満切り捨て） （分数表示） （1,000円未満切り捨て）

第３号様式中 を

」

「
県内課税標準額 (イ)／(ロ) 課税免除に係る分 免除後の課税標準
（円） ① （円） ② 額（円） ①－②

（1,000円未満切り捨て） (分数表示) （1,000円未満切り捨て）

に改める。

」

第９号様式中

「
課 税 額 円

免除した税額又は不均一課
税をした税額以外の税額 円 を

課税免除又は不均一課税を
しない理由

」

「
免除前課税額 ① 円

免 除 相 当 額 ② 円

に改
税 額 （①－②） 円

課税免除又は不均一課税を
しない理由

」

める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第４条第１項第１号、第３号様式及び第９号様式の改正

規定は、平成29年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第３条の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新設され、又は増設

される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、な

お従前の例による。

３ 改正後の第４条第１項第１号の算式は、附則第１項ただし書に定める日以後に新設され、又は増設され

る設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
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